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医療法人における事業報告書等の様式について 

 

 

昨年６月２１日法律第８４号をもって公布された良質な医療を提供する体制の確立

を図るための医療法等の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行に伴い、

改正後の医療法による医療法人の事業報告書等の様式については、下記のとおりであ

るので、留意いただくとともに、貴管内医療法人に対してご指導願いたい。 

なお、これに伴い、「決算の届出等について（平成７年４月２０日付指第２６号厚生

省健康政策局指導課長通知）」及び「病院会計準則の改正に伴う医療法人における決算

の届出の様式に係る留意点について（平成１６年８月１９日付医政指発第０８１９０

０２号厚生労働省医政局指導課長通知）」は廃止する。 

 

 

記 

 

 

１ 医療法（昭和２３年法律第２０５号。以下「法」という。）第５１条第１項の事業

報告書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに第４６条の４第７項第３号の

監査報告書の様式を次のとおり定めたこと。 

(1) 事業報告書                        様式１ 

 (2) 財産目録                         様式２ 

 (3) 貸借対照表 

① 病院又は介護老人保健施設を開設する医療法人 



   ア 改正法の施行日以後に設立された医療法人（ただし、改正 

法の施行日以後に設立の申請を行った医療法人に限る。) 又 

は改正法の施行日前に設立された医療法人で、施行日以降に 

法第４４条第５項の規定にかかる定款又は寄附行為の変更に 

つき法第５０条第１項の認可を受けた医療法人（以下「新法 

の医療法人」という。）                  様式３－１ 

   イ 改正法附則第１０条第２項の規定により、改正法による改 

正前の法第５６条の規定が、当分の間、なおその効力を有す 

ることとされた医療法人（以下「経過措置型医療法人」とい 

う。）                          様式３－２ 

  ② 診療所のみを開設する医療法人 

   ア 新法の医療法人                    様式３－３ 

   イ 経過措置型医療法人                  様式３－４ 

 (4) 損益計算書 

① 病院又は介護老人保健施設を開設する医療法人       様式４－１ 

  ② 診療所のみを開設する医療法人              様式４－２ 

 (5) 監事監査報告書                      様式５ 

 

２ 法第５４条の２第１項の社会医療法人債を発行した医療法人（当該社会医療法人

債の総額について償還済みであるものを除く。）の財産目録、貸借対照表及び損益計

算書の様式については、１にかかわらず、社会医療法人債を発行する社会医療法人

の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則（平成１９年厚生労働省令第  

３８号）の様式第一号、様式第二号及び様式第三号により取り扱われたいこと。 



〔別 紙〕 

様式１ 

事  業  報  告  書 

（自 平成○○年○○月○○日 至 平成○○年○○月○○日） 

 

１ 医療法人の概要 

 (1) 名     称  医療法人○○会 

            ① □ 財団  □ 社団（ □ 出資持分なし □ 出資持分あり ） 

            ② □ 社会医療法人   □ 特別医療法人   □ 特定医療法人 

              □ 出資額限度法人  □ その他 

            ③ □ 基金制度採用   □ 基金制度不採用 

             注）①から③のそれぞれの項目（③は社団のみ。）について、該当する欄

の□を塗りつぶすこと。（会計年度内に変更があった場合は変更後。） 

 (2) 事務所の所在地  ○○県○○郡（市）○○町（村）○○番地 

             注）複数の事務所を有する場合は、主たる事務所と従たる事務所を記載

すること。 

 (3) 設立認可年月日  平成○○年○○月○○日 

 (4) 設立登記年月日  平成○○年○○月○○日 

 (5) 役員及び評議員 

 氏   名 備          考 

理 事 長 ○○ ○○  

理  事 ○○ ○○  

同 ○○ ○○  

同 ○○ ○○ ○○病院管理者 

同 ○○ ○○ ○○病院管理者 

同 ○○ ○○ ○○診療所管理者 

同 ○○ ○○ 介護老人保健施設○○園管理者 

監  事 ○○ ○○  

同 ○○ ○○  

評 議 員 ○○ ○○ 医師（○○医師会会長） 

同 ○○ ○○ 経営有識者（○○経営コンサルタント代表） 

同 ○○ ○○ 医療を受ける者（○○自治会長） 

注）１．社会医療法人、特別医療法人及び特定医療法人以外の医療法人は、記載しなくても差

し支えないこと。 

  ２．理事の備考欄に、当該医療法人の開設する病院、診療所又は介護老人保健施設（医療

法第４２条の指定管理者として管理する病院等を含む。）の管理者であることを記載する

こと。（医療法第４７条第１項参照） 

  ３．評議員の備考欄に、評議員の選任理由を記載すること。（医療法第４９条の４参照） 



 

２ 事業の概要 

 (1) 本来業務（開設する病院、診療所又は介護老人保健施設（医療法第４２条の指定管理者として

管理する病院等を含む。）の業務） 

種  類 施設の名称 開  設  場  所 許可病床数 

病院 ○○病院 

 

○○県○○郡（市）○○町（村）

○○番地 

一般病床 ○○○床 

療養病床 ○○○床 

[医療保険  ○○床] 

[介護保険 ○○○床] 

精神病床  ○○床 

感染症病床 ○○床 

結核病床  ○○床 

診療所 ○○診療所 

【○○市（町、村）

から指定管理者

として指定を受

けて管理】 

○○県○○郡（市）○○町（村）

○○番地 

一般病床  ○○床 

療養病床  ○○床 

[医療保険  ○○床] 

[介護保険  ○○床] 

介護老人 

保健施設 

○○園 ○○県○○郡（市）○○町（村）

○○番地 

入所定員 ○○○名 

通所定員  ○○名 

注）１．地方自治法第２４４条の２第３項に規定する指定管理者として管理する施設について

は、その旨を施設の名称の下に【   】書で記載すること。 

 ２．療養病床に介護保険適用病床がある場合は、医療保険適用病床と介護保険適用病床の

それぞれについて内訳を[   ]書で記載すること。 

３．介護老人保健施設の許可病床数の欄は、入所定員及び通所定員を記載すること。 

 

 (2) 附帯業務（医療法人が行う医療法第４２条各号に掲げる業務） 

種類又は事業名 実  施  場  所 備     考 

訪問看護ステーション○○ ○○県○○郡（市）○○町（村）

○○番地 

 

○○在宅介護支援センター 

【○○市（町、村）から委託を

受けて管理】 

○○県○○郡（市）○○町（村）

○○番地 

 

注）地方公共団体から委託を受けて管理する施設については、その旨を施設の名称の下に

【   】書で記載すること。 

 

 

 

 



 

 (3) 収益業務（社会医療法人又は特別医療法人が行うことができる業務） 

種     類 実  施  場  所 備     考 

駐車場業 ○○県○○郡（市）○○町（村）

○○番地 

 

料理品小売業 ○○県○○郡（市）○○町（村）

○○番地 

 

 

 (4) 当該会計年度内に社員総会又は評議員会で議決又は同意した事項 

    平成○○年○○月○○日  平成○○年度決算の決定 

    平成○○年○○月○○日  定款の変更 

    平成○○年○○月○○日  社員の入社及び除名 

    平成○○年○○月○○日  理事、監事の選任、辞任の承認 

    平成○○年○○月○○日  平成○○年度の事業計画及び収支予算の決定 

         〃       平成○○年度の借入金額の最高限度額の決定 

 

 

注）以下については、病院又は介護老人保健施設を開設する医療法人が記載し、診療所のみを開設す

る医療法人は記載しなくても差し支えないこと。 

 

 (5) 当該会計年度内に開設（許可を含む）した主要な施設 

    平成○○年○○月○○日  ○○病院開設許可（平成○○年開院予定） 

平成○○年○○月○○日  ○○診療所開設 

    平成○○年○○月○○日  訪問看護ステーション○○開設 

 

 (6) 当該会計年度内に他の法律、通知等において指定された内容 

    平成○○年○○月○○日  公害健康被害の補償等に関する法律の公害医療機関 

    平成○○年○○月○○日  小児救急医療拠点病院 

    平成○○年○○月○○日  エイズ治療拠点病院 

     注）全ての指定内容について記載しても差し支えない。 

 

 (7) そ  の  他 

     注）当該会計年度内に行われた工事、医療機器の購入又はリース契約、診療科の新設又は

廃止等を記載する。（任意） 



様式２

法人名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１．資　　　 産　　　 額 千円

２．負　　　 債　　　 額 千円

３．純　　資　　産　　額 千円

（内　　訳） （単位：千円）

Ａ　流　動　資　産

Ｂ　固　定　資　産

Ｃ　資　産　合　計 （Ａ＋Ｂ）

Ｄ　負　債　合　計

Ｅ　純　　資　　産 （Ｃ－Ｄ）

 (注) 財産目録の価額は、貸借対照表の価額と一致すること。

土地及び建物について、該当する欄の□を塗りつぶすこと。

土　　　　地 （□ 法人所有　□ 賃借　□ 部分的に法人所有(部分的に賃借)）

建　　　　物 （□ 法人所有　□ 賃借　□ 部分的に法人所有(部分的に賃借)）

　　　　　　　×××

※医療法人整理番号

　　　　　　　　　　×××

金　　　額区　　　　　　　　　　分

　　　　　　　　　　×××

　　　　　　　　　　×××

財 産 目 録

（平成　　年　　月　　日現在）

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××



様式３－１

法人名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（単位：千円）

 １ 有 形 固 定 資 産

その他の有形固定資産

 ２ 無 形 固 定 資 産

その他の無形固定資産

 ３ そ の 他 の 資 産

 １ 代　替　基　金

 ２ その他利益剰余金

 (注) １．表中の科目について、不要な科目は削除しても差し支えないこと。また、別に表示することが適当で

　　　　あると認められるものについては、当該資産、負債及び純資産を示す名称を付した科目をもって、別に

　　　　掲記することを妨げないこと。

　　　２．社会医療法人、特別医療法人及び特定医療法人については、純資産の部の基金の科目を削除すること。

　　　　　　　×××　　　　　　　×××

繰 越 利 益 剰 余 金

Ⅲ　評価・換算差額等

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 　　　　　　　×××

　　　　　　　×××その他有価証券評価差額金

純 資 産 合 計 　　　　　　　×××

Ⅳ　基　　　　　金

　　　　　　　×××

○ ○ 積 立 金 　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

Ⅱ　利 益 剰 余 金

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

未 払 消 費 税 等

繰 延 税 金 負 債

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

長 期 借 入 金

そ の 他の 流動 負債

Ⅱ　固　定　負　債

医 療 機 関 債

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

科　　　目 科　　　目金　　　額

　　　　　　　×××Ⅰ　流　動　資　産

　　　　　　　××× 未 払 金

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

建 物

構 築 物

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

そ の 他の 流動 資産

Ⅱ　固　定　資　産

資　産　合　計 　　　　　　　×××

有 価 証 券

長 期 貸 付 金

長 期 前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

　　　　　　　×××

役職員等長期貸付金

そ の 他の 固定 資産

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

純 資 産 の 部

　　　　　　　×××

科　　　目

Ⅰ　資 本 剰 余 金

　　　　　　　×××

金　　　額

　　　　　　　×××

Ⅰ　流　動　負　債

支 払 手 形

買 掛 金

そ の 他の 固定 負債

負　債　合　計 　　　　　　　×××

未 払 費 用

負債・純資産合計

未 払 法 人 税 等

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

○ ○ 引 当 金　　　　　　　×××

繰 延 税 金 負 債

　　　　　　　××× 前 受 金

　　　　　　　×××

預 り 金

　　　　　　　×××

※医療法人整理番号

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

資　産　の　部 負　債　の　部

短 期 借 入 金

金　　　額

　　　　　　　×××現 金 及 び 預 金

事 業 未 収 金

有 価 証 券

た な 卸 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

車 両 及 び 船 舶

土 地

建 設 仮 勘 定

借 地 権

　　　　　　　×××

前 受 収 益 　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

（平成　　年　　月　　日現在）

貸 借 対 照 表

○ ○ 引 当 金

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

医 療 用 器 械 備 品

そ の 他の 器械 備品

前 渡 金



様式３－２

法人名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（単位：千円）

 １ 有 形 固 定 資 産

その他の有形固定資産

 ２ 無 形 固 定 資 産

その他の無形固定資産

 ３ そ の 他 の 資 産

 (注) 表中の科目について、不要な科目は削除しても差し支えないこと。また、別に表示することが適当である

　　と認められるものについては、当該資産、負債及び純資産を示す名称を付した科目をもって、別に掲記する

　　ことを妨げないこと。

そ の 他の 器械 備品

前 渡 金

ソ フ ト ウ ェ ア

車 両 及 び 船 舶

土 地

建 設 仮 勘 定

借 地 権

貸 借 対 照 表

○ ○ 引 当 金

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

（平成　　年　　月　　日現在）

医 療 用 器 械 備 品

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

長 期 借 入 金

そ の 他の 流動 負債

Ⅱ　固　定　負　債

医 療 機 関 債

現 金 及 び 預 金

事 業 未 収 金

有 価 証 券

た な 卸 資 産

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

そ の 他の 流動 資産

Ⅱ　固　定　資　産

建 物

※医療法人整理番号

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

資　産　の　部 負　債　の　部

短 期 借 入 金

金　　　額

　　　　　　　×××

○ ○ 引 当 金　　　　　　　×××

繰 延 税 金 負 債

　　　　　　　××× 前 受 金

　　　　　　　×××

預 り 金

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

Ⅰ　流　動　負　債

支 払 手 形

買 掛 金

そ の 他の 固定 負債

負　債　合　計 　　　　　　　×××

未 払 費 用

負債・純資産合計

未 払 法 人 税 等

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

純 資 産 の 部

　　　　　　　×××

科　　　目

Ⅰ　資　　本　　金

金　　　額

○ ○ 積 立 金

　　　　　　　×××

資　産　合　計 　　　　　　　×××

有 価 証 券

長 期 貸 付 金

長 期 前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

　　　　　　　×××

役職員等長期貸付金

そ の 他の 固定 資産

　　　　　　　×××

構 築 物

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××　　　　　　　××× 未 払 金

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

科　　　目 科　　　目金　　　額

　　　　　　　×××Ⅰ　流　動　資　産

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

未 払 消 費 税 等

繰 延 税 金 負 債

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

前 受 収 益

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

純 資 産 合 計 　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

繰 越 利 益 剰 余 金 　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

Ⅱ　資 本 剰 余 金

　　　　　　　×××

Ⅲ　利 益 剰 余 金

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

Ⅳ　評価・換算差額等

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益

その他有価証券評価差額金



様式３－３

法人名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（単位：千円）

 １ 有 形 固 定 資 産

 ２ 無 形 固 定 資 産

 ３ そ の 他 の 資 産

 １ 代　替　基　金

 ２ その他利益剰余金

　　　　　　　×××

Ⅱ　利 益 剰 余 金

Ⅳ　基　　　　　金

Ⅲ　評価・換算差額等

　　　　　　　×××

純 資 産 合 計 　　　　　　　×××

Ⅰ　資 本 剰 余 金

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

資　産　合　計 　　　　　　　××× 　　　　　　　×××

Ⅰ　流　動　負　債

負　債　合　計 　　　　　　　×××

負債・純資産合計

純 資 産 の 部

科　　　目

　　　　　　　×××

金　　　額

　　　　　　　×××

※医療法人整理番号

　　　　　　　×××

資　産　の　部 負　債　の　部

金　　　額科　　　目 科　　　目金　　　額

　　　　　　　×××Ⅰ　流　動　資　産

（平成　　年　　月　　日現在）

貸 借 対 照 表

　　　　　　　×××

Ⅱ　固　定　負　債　　　　　　　×××Ⅱ　固　定　資　産

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××



様式３－４

法人名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（単位：千円）

 １ 有 形 固 定 資 産

 ２ 無 形 固 定 資 産

 ３ そ の 他 の 資 産

Ⅱ　固　定　資　産

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

（平成　　年　　月　　日現在）

貸 借 対 照 表

　　　　　　　×××

Ⅱ　固　定　負　債　　　　　　　×××

※医療法人整理番号

　　　　　　　×××

資　産　の　部 負　債　の　部

金　　　額科　　　目 科　　　目金　　　額

　　　　　　　×××Ⅰ　流　動　資　産

　　　　　　　×××

Ⅰ　流　動　負　債

負　債　合　計 　　　　　　　×××

負債・純資産合計

純 資 産 の 部

科　　　目

　　　　　　　×××

金　　　額

　　　　　　　×××

資　産　合　計 　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

純 資 産 合 計 　　　　　　　×××

Ⅰ　資　　本　　金

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

Ⅱ　資 本 剰 余 金

Ⅳ　評価・換算差額等

Ⅲ　利 益 剰 余 金



様式４－１

法人名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（単位：千円）

Ⅰ　事　業　損　益

Ａ　本来業務事業損益

１　事　業　収　益

２　事　業　費　用

(１)事　　業　　費

(２)本　　部　　費

Ｂ　附帯業務事業損益

１　事　業　収　益

２　事　業　費　用

Ｃ　収益業務事業損益

１　事　業　収　益

２　事　業　費　用

Ⅱ　事 業 外 収 益

Ⅲ　事 業 外 費 用

Ⅳ　特　別　利　益

Ⅴ　特　別　損　失

 (注) １．利益がマイナスとなる場合には、「利益」を「損失」と表示すること。

　　　２．表中の科目について、不要な科目は削除しても差し支えないこと。また、別に表示することが適当で

　　　　あると認められるものについては、当該事業損益、事業外収益、事業外費用、特別利益及び特別損失を

　　　　を示す名称を付した科目をもって、別に掲記することを妨げないこと。

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

その他の事業外費用

固 定 資 産 売 却 益

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

事 業 利 益

経 常 利 益

　　　　　　　×××

金　　　　　　額

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

※医療法人整理番号

損 益 計 算 書

（自　平成　　年　　月　　日　　至　平成　　年　　月　　日）

税 引 前 当 期 純 利 益

法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税

法 人 税 等 調 整 額

科　　　　　　　　　　目

そ の 他の 特別 利益

支 払 利 息

受 取 利 息

その他の事業外収益

固 定 資 産 売 却 損

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

本 来 業務 事業 利益

附 帯 業務 事業 利益

収 益 業務 事業 利益

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

当 期 純 利 益

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

そ の 他の 特別 損失

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××



様式４－２

法人名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（単位：千円）

Ⅰ　事　業　損　益

Ａ　本来業務事業損益

１　事　業　収　益

２　事　業　費　用

Ｂ　附帯業務事業損益

１　事　業　収　益

２　事　業　費　用

Ⅱ　事 業 外 収 益

Ⅲ　事 業 外 費 用

Ⅳ　特　別　利　益

Ⅴ　特　別　損　失

 (注) １．利益がマイナスとなる場合には、「利益」を「損失」と表示すること。

　　　２．表中の科目について、不要な科目は削除しても差し支えないこと。

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××当 期 純 利 益

税 引 前 当 期 純 利 益

法 人 税 等

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

科　　　　　　　　　　目

※医療法人整理番号

損 益 計 算 書

（自　平成　　年　　月　　日　　至　平成　　年　　月　　日）

金　　　　　　額

事 業 利 益

経 常 利 益

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

　　　　　　　×××

本 来 業務 事業 利益

附 帯 業務 事業 利益

　　　　　　　×××



様式５ 

監 事 監 査 報 告 書 

 

 

医療法人○○会 

理事長 ○○ ○○  殿 

 

 

 私（注１）は、医療法人○○会の平成○○会計年度（平成○○年○○月○○日から平成○○年○○

月○○日まで）の業務及び財産の状況等について監査を行いました。その結果につき、以下のとおり

報告いたします。 

 

 

監査の方法の概要 

私たちは、理事会その他重要な会議に出席するほか、理事等からその職務の執行状況を聴取し、

重要な決裁書類等を閲覧し、本部及び主要な施設において業務及び財産の状況を調査し、事業報告

を求めました。また、事業報告書並びに会計帳簿等の調査を行い、計算書類、すなわち財産目録、

貸借対照表及び損益計算書（注２）の監査を実施しました。 

 

記 

 

監査結果 

(1) 事業報告書は、法令及び定款（寄附行為）に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めま

す。 

(2) 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、上記の計算書類の記載と合致しているものと認め

ます。 

(3) 計算書類は、法令及び定款（寄附行為）に従い、損益及び財産の状況を正しく示しているものと

認めます。 

(4) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款（寄附行為）に違反する重大な事実は

認められません。 

 

 

平成○○年○○月○○日 

医療法人○○会 

監事 ○○ ○○ 印 

監事 ○○ ○○ 印 

 

 

（注１）監査人が複数の場合には、「私たち」とする。 

（注２）社会医療法人債を発行する医療法人については、「財産目録、貸借対照表、損益計算書、純資

産変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表」とする。 



 

 

 

 

日本ＮＧＯ連携無償資金協力における 

外部監査の手引き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２１年４月 

外務省国際協力局民間援助連携室 



日本ＮＧＯ連携無償資金協力における外部監査の手引き 
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                  はじめに 

 

 開発途上国に対する効果的かつ効率的な援助を推進するため、政府開発援助(ＯＤＡ)の実施

における政府とＮＧＯとの連携を強化していくことが、日本のＯＤＡの基本方針の一つです。

この方針のもと、平成１４年度に「日本ＮＧＯ連携無償資金協力」が創設されました。 

 この資金協力の大きな特徴として、事前に資金提供がなされること、ＮＧＯの本部経費の一

部(事業の実施に不可欠となる本部職員の人件費等)が支給対象になること等があげられます。

その一方で、国民の税金を原資とするＯＤＡを無駄なく、効率的かつ透明性を持った形で実施

するため、全ての実施案件に対し外部監査を実施することを義務づけるとともに、事業の完了

報告書等を公表することとしています。 

 この度、「外部監査の手引き」の内容をより簡便な形に一部改訂し、使用者の利便性を考慮

して「日本ＮＧＯ連携無償資金協力の手引き」に合冊致しました。日本ＮＧＯ連携無償資金協

力の外部監査の実施に際しては、この「外部監査の手引き」を御熟読願います。 

 

 用語の説明  

 下記の用語は専門用語として確立しておらず、日本ＮＧＯ連携無償資金協力の枠組みで使

用されることを前提としており、専門用語との混同を避けるため「」で括っています。 

  

「外部監査」 

外部監査とは、通常、会計監査/法定監査を指します。しかし、この日本ＮＧＯ連携無償資

金協力における「外部監査」は、会計監査の範疇にない調査も含めた広い範囲を意味してお

り、これは日本ＮＧＯ連携無償資金協力における「外部監査」として、この制度の中で特別

に定義したものです。 

「内部統制」 

会計上の不正または誤りが生じないように採用している業務体制及び組織体制を指します。

例えば、事務所で保管している小口現金を定期的に担当者以外の者が確認し帳簿残高と照合

すること、物品を購入したときの支払いに関して、注文書と請求書の照合作業を行う担当者

とこれに対する支払いを承認する担当者を分けること、内部監査組織の設置などです。内部

統制は一律にこうすればよいと決められるものではなく、組織規模及び業務内容等を考慮し

て個別に検討する必要があるものです。 

  *内部統制能力…会計・経理上の不正・誤謬が発生しないよう組織内に設置しているチェック機能の 

          総称（会計管理体制や資産の管理・保全体制等） 

「調査・助言業務指示書」 

「調査・助言業務指示書」はＮＧＯが外部監査の形態の一つである「調査・助言業務」の実

施を選択した場合、ＮＧＯが公認会計士または監査法人に業務内容を指示するための書式で

す(３頁に解説掲載）。 

「事業サイトの視察」 

ＮＧＯと契約を結んだ公認会計士または監査法人関係者が事業サイトを訪れます。事業サイ

トの視察は、原則として外部監査の一環として事業の終了直後に１回(必要に応じて事業期

間中に)行い、事業成果物を目視して確認します。成果物が目視不可能な場合は確認方法に

ついて事前にＮＧＯと協議して下さい。なお、専門家の判断を要するような成果物の内容に

関する調査を行う必要はありません。 

「外部会計監査」を選択し、かつ日本の公認会計士または監査法人が業務を実施する場合に

は、「事業サイトの視察」部分を現地の公認会計士または監査法人に依頼することができま

す。「事業サイトの視察」は「外部会計監査」または「調査・助言業務」のいずれを選択し

ても必要です。 

 -１-



１．実施目的 

              この外部監査を実施する目的は以下の通りです。 

  

（１）日本ＮＧＯ連携無償資金協力で供与された資金が適正に使用されたことを確認

し、我が国国民への説明責任を果たすこと。 

  資金使用の適正性は「外部監査の目的」として明らかですが、ここでは資金が適正に使用さ

れたことを確認する一環として「事業サイトの視察」による成果物の目視も必要です。 

 

（２）日本ＮＧＯ連携無償資金の供与を受けたＮＧＯの経理能力を始めとした全体的

な組織運営能力、事業実施・管理能力を向上させること。 

会計監査では、監査手続きを行う中で経理・組織の不備な点についての指摘が行われます。

また、「調査・助言業務」(４頁（２）参照)においても、同様の指摘が期待されます。これ

らの指摘を通じて各ＮＧＯの能力向上に役立てていただくことになります。これに加え、外

部監査を行うことにより、経理を中心とした管理業務に一層の注意が払われるようになるこ

とも期待されます。 

 

２．監査対象 

 日本ＮＧＯ連携無償による資金供与を受けた全ての事業が対象です。 

  *事業に関する事業予算収支報告書等を対象にしており、ＮＧＯ組織全体の財務諸表を対象

とするものではありません。 

   

３．監査の実施形態及び概要 

  一般に外部監査という場合は公認会計士または監査法人が行う会計監査を指しますが、

ここで規定する「外部監査」には、「会計監査」と「調査・助言業務」があり、また、いずれも本

監査の目的に鑑み、事業サイトでの成果物の確認が必要となるのが大きな特徴です。 

  実施形態として「会計監査」及び「調査・助言業務」のどちらの形態をとることが

適当かは、ＮＧＯの組織体制や事業規模等により決定する必要があります。*注 

            

 

   「会計監査」 

    「外部監査」   

   「調査・助言業務」 

 

 
                                                  
※注 【背景】 

 本制度における「外部監査」の実施形態として、「会計監査」の他に、会計監査の範疇ではない「調

査・助言業務」も実施形態として採用されました。「調査・助言業務」は専門用語として確立したも

のではなく、日本ＮＧＯ連携無償資金協力において定義する言葉で、業務自体も新しい概念です。こ

の業務が採用された背景は、事前調査により、以下のことが明らかになったためです。 

①ＮＧＯの現地事務所の経理能力及び内部統制の整備状況が「会計監査」を受けられる体制になって 

いる例が少ない。 

②「会計監査」費用が日本ＮＧＯ連携無償資金協力で供与できる「外部監査費用」(契約額の約５～ 

 10％)を超えるケースが想定される。 

 以上のことから、全ての事業に対して「会計監査」を適用することは困難と判断されました。しか

し、説明責任の確保、ＮＧＯの能力向上及び費用対効果の観点から、資金使途についての一定のチェ

ック機能及び助言機能を果たす「調査・助言業務」の採用が決定されました。 

 -２-



（１）会計監査 

（イ）事業予算収支報告書の適正性について意見を述べるものであり、内部統制が有効

に整備・運用されていることが前提です。監査項目は以下のとおりです。 

 ●財務記録の確認 

 ●経費の支出確認 

「会計監査」においては、公認会計士または監査法人は意見表明を求められます

が、この意見表明は財務記録に虚偽記載等があった場合に公認会計士または監査

法人が訴訟の対象となるリスクを伴います。従って、公認会計士または監査法人

は「会計監査」を行う場合には、より詳細な手続きが必要となり、その結果、一

般的に費用も高くなります。 

（ロ）また、「会計監査」が実施される場合にも、同監査の他、原則として依頼先の公

認会計士または監査法人による事業サイトの視察が必要です。ＮＧＯは、調査結果

を在外公館(または外務省)に提出します。 

 

 （２）調査・助言業務 

（イ）「調査・助言業務」はＮＧＯの内部統制が十分でなく会計監査を受けられない場

合、またはＮＧＯの内部統制能力が低く、「会計監査」では高額の費用が見込まれ

る場合に採用されるべきものです。 

（ロ）この「調査・助言業務」は、公認会計士または監査法人と依頼者(ＮＧＯ)が合意

するチェック項目につき行う「調査業務」と公認会計士または監査法人を中心とし

た会計専門家により経理面の改善を目的として助言を行う「助言(コンサルタント)

業務」により構成されます。 

   以下の各項目に沿って公認会計士または監査法人と依頼者(ＮＧＯ)が合意するチ

ェック項目につき調査が実施され、その結果が調査報告としてまとめられます。 

●財務記録の確認 

●経費の支出確認 

●資機材の調達・納入確認 

●供与施設・機材等の確認 

  

 調査業務  

 当事者間で合意した手続きを実施しその結果を報告するものです。合意した手続きと

は、例えば金額の大きい支出項目 10 件についての会計記録と請求書、領収書等との照合

等です。その他の例は、「調査・助言業務指示書」に記載されています。 

 また、当事者間による合意とは、日本ＮＧＯ連携無償資金協力においては、公認会計士

または監査法人及びＮＧＯによる検討・決定の後、在外公館(または外務省)による承諾を

得るという手順を踏むことになります。 

 

 助言(コンサルティング)業務  

調査とともに経理・内部統制等に関する助言も行います。助言(コンサルティング)といっ

ても企業における経営改善、組織改革等のように本格的なものではなく、その後の調査業

務及びＮＧＯの経理業務を円滑に行うためにはどうしたらよいのかといった観点から経

理面を中心とした簡単な助言を行うものです。「調査・助言業務」は「会計監査」と異な

り、収支予算報告書等の財務報告書類が適正かどうかといった総合的判断を伴う意見表明

は行いません。費用に関しては、公認会計士または監査法人が行う手続きが限定されるこ

とから、一般的に「会計監査」と比べ低く抑えることが可能です。 
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３．「会計監査」または「調査・助言業務」の選択 

では、一体どうやって「外部監査」の形態を選択すればよいのでしょう。 

「会計監査」または「調査・助言業務」のどちらを選択するか、主にＮＧＯの経理を含む内

部統制の整備運用状況及び総事業予算に応じて在外公館(または外務省)により設定される

監査費用の目安により判断します。公認会計士または監査法人とＮＧＯの間でどちらの形態

を選択するか決定した後、在外公館(または外務省)により承認されます。 

 

内部統制力の把握には、公認会計士または監査法人が業務を行う前にチェックする事項を簡

単にまとめた「内部統制能力チェック票」(８頁)を活用して下さい。 

 

  表１：「外部監査」実施形態 

    「会計監査」を選択 「調査・助言業務」を選択 

 会計監査を行う項目   ●財務記録の確認 

  ●経費の支出確認 

  会計監査ではないため 

       該当項目なし。 

 調査を行う項目   ●事業サイトの視察 

  

  ●財務記録の確認 

 ●経費の支出確認 

 ●資機材の調達・納入確認 

 ●供与施設・機材等の確認 

  （事業サイトの視察を含む)

  報告書の種類  監査報告書 

 事業予算収支報告書(10頁) 

 事業サイト視察報告書 

 調査業務に関する報告書 

 助言業務に関する報告書 

 事業予算収支報告書(10頁) 

 事業サイト視察報告書 

 

 

 

４．実施要領（全体の手順） 

 

＜申請準備段階１＞ 

（１）「監査」に関する在外公館(または外務省)の説明 

     日本ＮＧＯ連携無償資金協力の申請にあたり、在外公館(または外務省)は「外部監

査」に関する内容説明を行うとともに、事業の予算規模に応じた監査費用の目安を

提示します。監査経費は、事業経費の一部として契約額の５～10％を目途として日

本ＮＧＯ連携無償資金協力申請額に含めることができます。 

 

ここで監査費用の目安とは、日本ＮＧＯ連携無償資金協力の範囲で供与できる外部監査費

用額の目安という意味です。ですから、ＮＧＯ側では、提示を受けた額の範囲で公認会計

士または監査法人とどのような「外部監査」業務が適当なのかを検討する必要があります。

考えられる費用削減策は以下のとおりです。 

１．複数の公認会計士または監査法人から見積もりをとる。 

２．「会計監査」から「調査・助言業務」への変更 

３．「調査・助言業務」の手続きの見直し 
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＜申請準備段階２＞  

（２）監査法人の選定 

（イ）当該ＮＧＯ(複数のＮＧＯによるコンソーシアムの場合、主契約者となるＮＧＯ）

が、公認会計士または監査法人を選定します。 

 

（ロ）選定の対象となる公認会計士または監査法人は、原則として事業を実施している

途上国において資格を有する公認会計士または監査法人とします。 

 

（ハ）適当な公認会計士または監査法人が存在しない場合は、在外公館(または外務省)

と連絡をとりつつ、費用面での配慮を行った上で、以下の手続きを取ります。 

  ①近隣国における公認会計士または監査法人の起用を検討する。 

  ②事業の予算規模を考慮した上で、日本の公認会計士または監査法人の起用を検討 

する。 

 

＜申請準備段階３＞ 

（３）監査形態の決定 

  ＮＧＯは「内部統制能力チェック票」(８頁)及び事業の概要を元に公認会計士また

は監査法人のアドバイスを受け、「会計監査」か「調査・助言業務」のいずれの形

態を採用することが適当か選択します。その後、監査形態につき最終的な在外公館

(または外務省)の承認を得ます。 

 

＜申請準備段階４＞ 

（４）見積もりの取付け 

（イ）「会計監査」の形態を取ることとなった場合は、各ＮＧＯは、公認会計士または

監査法人に対して、「会計監査」に関する見積もりを依頼します。 

 

（ロ）「調査・助言業務」を依頼することとなった場合には、ＮＧＯは公認会計士また

は監査法人に対して「調査・助言業務指示書」(９頁)を例として提示し見積もりを

依頼します。「指示書」にある業務の中で実施不可能等のコメントが公認会計士ま

たは監査法人からなされた場合には、在外公館(または外務省)と協議します。 

 

（ハ）「会計監査」、「調査・助言業務」のいずれを選択しても、「事業サイトの視察」

に要する旅費等を見積もりに含めて下さい。 

 

（ニ）なお、本部事業実施経費の部分については、日本国内の公認会計士または監査法

人による監査を実施することも可能です。 

 

＜申請段階＞ 

（５）日本ＮＧＯ連携無償資金協力への申請 

  各ＮＧＯは、日本ＮＧＯ連携無償資金協力の申請書を作成し、監査費用見積もりと

ともに在外公館(または外務省)に提出します。 
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＜事業開始段階＞ 

（６）監査法人との契約 

（イ）各ＮＧＯは、在外公館(または外務省)との間で日本ＮＧＯ連携無償資金協力贈与

契約が締結された後速やかに、選定された公認会計士または監査法人と業務契約を

締結します。（公認会計士または監査法人との間の契約署名権者は、原則として各

ＮＧＯの現地事務所代表者または本部代表者とします。） 

 

（ロ）契約締結後、同契約書コピー１部を在外公館(または外務省)に提出します。 

 

（ハ）また、同時に監査手続の詳細を詰め、監査計画の作成を公認会計士または監査法

人に依頼します。   

監査業務の契約はＮＧＯと公認会計士または監査法人間で行います。在外公館(または

外務省)が行うものではありません。 

「調査・助言業務」の場合は、「調査・助言業務」契約後速やかに公認会計士または監

査法人による「第１回訪問」(「調査・助言業務指示書」参照)を受け、経理や内部統制

状況の説明等を行い、公認会計士または監査法人が「調査・助言業務」を行う上でＮＧ

Ｏ側が整備すべき経理及び内部統制に関する助言を受けて下さい。この際に、公認会計

士または監査法人は「調査・助言業務指示書」に基づき調査プログラムの内容を決定し

ます。 

 

＜事業実施及び終了直後＞ 

（７）外部監査の実施 

（イ）ＮＧＯ側の対応 

   ＮＧＯは、帳簿を日々の取引の中で作成し、領収書、請求書を保管します。この

ため経理担当者をおきます。 

 

（ロ）公認会計士または監査法人の対応 

   公認会計士または監査法人は事業実施中または事業終了後できる限り速やかに、

「会計監査」または「調査・助言業務」を行います。監査における手続において実

行不可能な点があればＮＧＯに報告するとともに在外公館(または外務省)にも報告

します。 

 

＜事業終了段階＞ 

（８）報告書の提出 

  公認会計士または監査法人は、「会計監査」、「調査・助言業務」それぞれに必要

な報告書(詳細は４頁の表１を参照)を依頼したＮＧＯに提出します。ＮＧＯは公認会

計士または監査法人から受け取った報告書を速やかに在外公館(または外務省)に提出

します。 

 

＜事業終了後＞ 

（９）報告書のフォローアップ 

「外部監査」の結果、不適切な支出が報告された場合には、日本ＮＧＯ連携無償資

金協力の贈与契約書に基づき、在外公館(または外務省)が資金の返還を求めることが

できます。また、各ＮＧＯは、監査報告書または調査報告書に記載された指摘事項、

アドバイスに基づき問題点の早期改善に努める必要があります。 
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Ｙesの場合 →

有している元帳名を確認する。
（例　総勘定元帳、銀行預金勘定･･･）
また、手書き証憑かＥＤＰ(Electronic Data
Processing)会計かも確認。

Noの場合 → 今後作成または導入を検討しているか？

○検討している場合→具体的計画を確認する。
○検討していない場合→有しないことに合理的理
由があるのか確認する。

2 １を行う場合に採用する会計基準は
どのようなものか？

（例　国際会計基準または現地国会計基準･･･）

Ｙesの場合 → 組織図などで内容を確認する。

Noの場合 → 理由もしくは今後の対処策について聴取する。

Ｙesの場合 → 整理保存期間を確認する。

Noの場合 → 理由もしくは今後の対処策について聴取する。

Ｙesの場合 → 規定等を確認する。

Noの場合 → 理由もしくは今後の対処策について聴取する。

Ｙesの場合 → 元帳名を確認する。

Noの場合 → 理由もしくは今後の対処策について聴取する。

Ｙesの場合 → 資産項目及び検査の頻度を確認する。

Noの場合 → 理由もしくは今後の対処策について聴取する。

3 小切手用紙、領収書用紙等が
適切に管理されているか？ Noの場合 → 理由もしくは今後の対処策について聴取する。

Ｙesの場合 → 規定等を確認する。

Noの場合 → 理由もしくは今後の対処策について聴取する。

1 一定の事務または作業を１人の担当者
の支配下に置くことなく、２人以上の担当
者がかかわり、業務遂行の過程で自動的
にその正否または適否が検証されるよう
になっているか？

Noの場合 → 理由もしくは今後の対処策について聴取する。

Ｙesの場合 → 頻度を確認する。

Noの場合 → 理由もしくは今後の対処策について聴取する。

3 担当者に定期的に休暇を取せ、
その間、他の者がその業務を担当するよ
うになっているか？

Noの場合 → 理由を確認する。

1 ＮＧＯ組織内に独立した監査部門が設け
られており事業の実施内容について定期
的に内部監査を行う体制となっている
か？

Noの場合 → 理由もしくは今後の対処策について聴取する。

1 ＮＧＯ本部への内部報告及び外務省への
外部報告に対し、提供された資金の使途
に関する報告方法が確立されているか？

Noの場合 → 理由もしくは今後の対処策について聴取する。

ＮＧＯ内部統制能力チェック票

１　会計管理体制
1 一定の帳簿管理と財務体制を

有しているか？

-８-

５　報告体制

5

３　内部牽制体制

４　内部監査体制

2

現金預金をはじめ資産の残高について
定期的に検査（現金は実査）を行い、その
結果を帳簿残高と照合して、その間の差
異につき原因調査が実施されているか？

上記の各事項が、規定等によって
明らかにされているか？

担当者の業務について、
定期的に配置転換が行われる制度となっ
ているか？

上記の各事項が規定等によって
明らかにされているか？

会計取引については、全て伝票が作成さ
れて証憑書類等とともに所定の責任者に
回付され、その承認を得た上で正確に記
録、集計されるような体制と手続とが定め
られているか？

4

2

4

1

全ての会計記録が所定の期間
適切に整理保存されているか？

現金預金をはじめ資産の受払について
継続記録が行われているか？

3

２　資産の管理･保全体制



調査・助言業務指示書

１　見積時

1 監査人は、当該NGOの説明及び関係書類に基づき調査・助言業務の内容を理解する。

2
監査人は業務費用の見積もりに、後述する調査内容に必要な費用を全て含める。
特に事業の成果物確認の為の事業サイト訪問に必要な費用を含める。

3 監査人はNGOの申し出に従い、速やかに契約を行う。

２　契約直後　　「第１回訪問」

　
監査人は契約後速やかにNGOを訪問し、面談、関係資料提供を求め、さらには必要に応じて実地検分を行う。
監査人は、以下の調査実施に必要な経理面、内部統制面のアドバイスを行う。
監査人は当該NGOが過去に日本NGO連携無償の調査・助言を受けた実績がある場合、最新の報告書内容を参考にする。

３　事業実施期間中

監査人は「第１回訪問」におけるアドバイスの履行状況を、インタビュー、資料、必要に応じて実地検分を通じて確認する。
この結果、そもそも帳簿記録自体が整っていない等、以降の調査を不可能とする事由がある場合は、その旨在外公館(まはた外務
省)に直接報告する。

４　事業終了直後　(必要に応じて一部期中）

調
査
業
務

財務記録の確認

監査人は現金預金の調査時点の有り高について実査及び銀行当座勘定照合表との照合を行う。

経費の支出確認

1
監査人は取引記録と帳簿を突き合わせ、重要な疑義がないか確かめる。また、サンプリングまたは必要に応じて全件の原票
との照合を行う。重要な疑義とは例えば、明らかに事業予算収支報告書に記載されている項目以外に支出された場合をい
う。必要に応じて日本における事業関連支出についての資料提供を求める。

2

監査人は、サンプリングにより、特定費目について調査を要すると判断する場合は、NGOに面談し、必要に応じて原票との照
合を行う。特定費用項目とは例えば以下の費用項目を指す。
いずれにおいても本来の事業目的以外の支出がなかったかについて特に留意する。
●人件費
 　事業のため雇用されている職員(現地代表を含む)が実在すること。職員に対する支払いつき給与テーブル及びタイムシー
トが存在し、その給与テーブル及びタイムシートに基づき支払いが行われていること。
●旅行交通費
 　長期の出張や多額な旅費交通費については、実績を示す報告書または事前承認書等が存在していること。

3
監査人は、資機材が契約書に基づき適切に調達されたかを確かめるため、必要に応じてサンプリングで契約書と納入伝票ま
たは検収伝票と突き合わせをする。サンプリングの例としては金額が大きいものから１０件及びその他から任意に１０件を選
択するなど、監査人の判断による。

資機材の調達・納入確認

1 監査人は調達された資機材の有り高について必要に応じて実査を行う。

2

監査人は、調達された資機材の使途についてNGOに対しインタビューを行い、必要に応じて原票との照合を行う。
サンプリングの例としては金額が大きいものから１０件及びその他から任意に１０件を選択するなど、監査人の判断による。
この場合、本来の事業目的以外の支出がなかったかについて特に留意する。
調査対象となる調達資機材とは例えば以下のものを指す。
　　原材料(機械部品含む)、コンピューター、機械等製品、車両

供与施設・機材等の確認

監査人は事業の成果物の確認を、目視可能なものについては実査によって行う。監査人は、成果物が目視不可能な場合は、確認
方法について事前にNGOと協議する。監査人は専門家の判断を要するような成果物内容に関する調査は行う必要がない。

助
言
業
務

1 監査人は事業予算収支報告書の内容をレビューの上、過大な差異が認められる場合は、NGOに対して説明を求める。

2
監査人は、ＮＧＯが外務省に提出する報告書の会計数値が一連の帳簿体系のもとに作成されていることを確かめる。
監査人は、ＮＧＯが中間報告または完了報告時に外務省に提出する報告書の数値の検算を行う。

報
告
書
提
出

監査人は、次の報告書を作成し、NGO宛に提出する。
・調査業務に関する報告書…上記の「調査業務」に関する報告書
　＊監査人は調査方法(サンプリング方法含む)、予定していたが実際には行い得なかった項目を理由とともに記載する。
・助言業務に関する報告書…監査人がＮＧＯに対して行った助言とＮＧＯの対応、
　　　　　　　　　　NGOが作成する外務省への報告書について監査人が行った作業に関する報告書
　＊監査人は経理面、内部統制面のアドバイス、指摘事項及び必要に応じて重要な問題点を報告書に記載する。
・事業予算収支報告書…日本NGO連携無償資金協力契約の予算項目と実支出との比較表、例：１０頁
・事業サイト視察報告書…事業成果物の目視確認

監査人が当該ＮＧＯについて調査助言業務を行った経緯がある場合には、その調査報告で行ったアドバイス、指摘事項及び問題
点の改善状況を在外公館（または外務省)宛に直接報告する。
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事業予算収支報告書（例）

団体名　○△×

○○プロジェクト　　予算収支報告書（注）

自　平成××年×月×日　　至　平成××年×月×日

予算額 決算額 差異 備考
【収入の部】
　　　連携無償収入 10,412,600 10,412,600 0

【支出の部】
１．現地事業実施経費 9,402,600 9,298,200 104,400
　　（１）現地事業費 7,944,600 7,840,200 104,400
　　　（イ）資機材・施設・役務の調達経費 7,073,000 6,973,000 100,000

・診療所建設費 2,450,000 2,350,000 100,000
・医療用器材費 598,000 598,000 0
　　診察用寝台 252,000 252,000 0
　　検査用機器 346,000 346,000 0
・車両費 4,025,000 4,025,000 0
　　患者搬送用車両 3,540,000 3,540,000 0

　　　　　　　巡回指導用オートバイ 485,000 485,000 0
　　　（ロ）会議セミナー等開催費 397,600 393,200 4,400
　　　（ハ）専門家派遣費 474,000 474,000 0

・航空券代 346,000 346,000 0
・日当及び宿泊費 128,000 128,000 0

　　　（ニ）専門家謝金　 0 0 0

  （２）事業管理費 1,458,000 1,458,000 0
　　　（イ）現地スタッフ人件費・雇用費 1,078,000 1,078,000 0

医師及び看護婦 842,000 842,000 0
事務職員 236,000 236,000 0

　　（ロ）現地事務所借料（光熱・水道料） 180,000 180,000 0
臨時事務所賃借料 180,000 180,000 0

　　（ハ）機材借料・修理費 50,000 50,000 0
　　（ニ）通信費 50,000 50,000 0
　　（ホ）旅費・移動費（車両借料） 100,000 100,000 0

２．本部事業実施経費 610,000 610,000 0
　　（１）本部スタッフ人件費 450,000 450,000 0

現地プロジェクト調整員 300,000 300,000 0
プロジェクト担当職員 150,000 150,000 0

　　（２）会議費（会場借料、旅費、講師招聘料） 100,000 100,000 0
　　（３）機材借料・修理費 30,000 30,000 0
　　（４）雑費（事務用品購入費） 30,000 30,000 0

３．外部監査費 400,000 390,000 10,000

　　支出合計 10,412,600 10,298,200 114,400

　　収支差額 0 114,400

注）本例は医療支援案件を前提として作成されたものであり、具体的な費目は個々の案件により異なります。
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日本ＮＧＯ連携無償資金協力　Ｑ＆Ａ

Ｑ１
実施要領の中で公認会計士または監査法人と書かれていますが、会計事務所等は含まない
のでしょうか？

実施要領中の公認会計士または監査法人とは、公認会計士、監査法人、会計事務所等の監
査を行う資格を持った団体または個人を意味します。公認会計士または監査法人のみに限定
しているものではありません。

Ｑ２ どのように現地の公認会計士または監査法人を探せばよいのでしょうか？

大手の国際的会計事務所のホームページを検索することが考えられます。また、多くの監査実
績を有する欧米系のＮＧＯに、問い合わせてみるのも一案です。

Ｑ３ 公認会計士または監査法人を選定する際に留意することはありますか？

大手の会計事務所に依頼した場合は、費用が高くなる傾向があります。それは、監査の質が保
証されているからともいえます。会計事務所が過去にＮＧＯに対して行った監査の実績も考慮
すべきでしょう。

Ｑ４ 監査を受けるにあたって特別な準備は必要ですか？

大切なことは、記録及び資料が残っていることです。何もなければ監査または調査を行うことは
できません。日々忘れずにお金の出し入れを記録して、領収書・請求書等の資料に番号をふる
など、後から探しやすいように保存しておくことです。詳細については契約前に公認会計士また
は監査法人と話し合ってください。

Ｑ５ 公認会計士または監査法人に問い合わせをしただけで費用を請求されると聞きましたが。

通常簡単な問い合わせだけでは費用を請求されることはありませんが、念のため、事前にどの
時点から費用を請求されるのかを確認しておくことをお奨めします。

Ｑ６ 私たちの団体では毎年組織全体の活動を対象とした監査を受けていますが。

日本ＮＧＯ連携無償資金協力における外部監査は事業を対象としたものです。事業の監査は
通常組織を対象とした監査よりも詳細なチェックを行います。ですから組織を対象とした監査で
代用することはできません。

Ｑ７ では組織監査担当の会計士さんに事業監査を行ってもらうことは可能ですか？

監査は原則的に現地（事業実施国）で行っていただきます。なぜなら領収書等の資料は基本的
に現地で保管されるべきものだからです。それらの資料は現地語等で書かれていることもあり
ます。ただし、本省契約の場合など、日本の会計士または監査法人に監査を依頼する方が便
利な場合もあります。その場合には、事業サイト視察部分を現地の会計士または監査法人に
依頼することができます。
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Ｑ８
団体の監事が公認会計士ですが、監事の監査で日本ＮＧＯ連携無償資金協力の外部監査を
代用することは可能ですか？

いいえ。
独立性が保たれないため外部監査とはなりません。独立した第三者による実施が原則です。

Ｑ９ 事業実施国の事務所では、毎年事務所全体の活動を対象とした監査を受けていますが。

Ｑ６と同じく組織と事業を対象とした監査は違うものです。但し、すでに組織対象の監査を受け
ているのならば、その公認会計士または監査法人に追加的に事業監査を依頼すれば、費用を
低く抑えられるでしょう。

Ｑ１０事業サイトが遠隔地にあるため、出張費の分だけ監査費用が高くなってしまいます。

在外公館（または外務省）に相談してください。資機材の調達・納入確認等の代替案を含め検
討します。

Ｑ１１緊急人道支援なので、領収書等資料の確保が困難です。

原則的に緊急人道支援においても、監査は通常の開発協力事業と同様に必要となりますの
で、領収書の受領等も通常通り行ってください。全く資料が受領できない場合は在外公館（また
は外務省）に相談してください。

Ｑ１２監査はどこで行うのですか？

監査は通常、帳簿及び領収書等の資料が保存されている場所で行います。そのため、当該国
に複数の事務所を有する場合などは、どこで経理を行うのかを明確にしておく必要あります。

Ｑ１３
監査見積もりは複数の公認会計士または監査法人から入手しなければいけないのでしょう
か？

必ずしも複数から見積もりを入手する必要はありません。ただし、これまで監査を受けたことの
ない場合には、複数の公認会計士または監査法人に見積もりを依頼することで、サービスの質
や料金を比較することが可能ではないでしょうか。

Ｑ１４監査または調査報告書に含まれる指摘事項の改善状況は今後の申請等に影響しますか？

指摘事項はＮＧＯと公認会計士または監査法人との間の話し合いの上で決定されますので、全
く的外れの事項は記載されないはずです。この前提に立ち、長期間合理的な理由なく改善が見
られない場合は、今後の申請案件の審査に影響する場合もあります。

Ｑ１５監査または調査報告書を日本語に訳さなければいけないのでしょうか？

報告書は、英語または日本語にしてください。

Ｑ１６
すでに事業の実施国において監査を実施していますが、内部統制能力調査表を記入する必要
がありますか？

いいえ、ありません。
外部会計監査を実施してください。
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Ｑ１７会計基準に何か制約はありますか？

原則的に日本の会計基準または現地の会計基準でかまいません。また無理に日本の会計基
準に合わせる必要もありません。但し、現地の会計基準が国際会計基準とかけ離れている場
合は、その旨が報告書に記載されることになります。

Ｑ１８
３頁「監査の実施形態及び概要」の中で、経費の支出確認と記述されていますが、これは現地
での事業実施経費及び本部事業実施経費を含むのでしょうか？

はい。両方含みます。

Ｑ１９
事業の実施期間は契約締結日より1年間とありますが、監査の実施も含めて1年間なのでしょう
か？

いいえ。
監査の実施を含まず、純粋に事業実施期間として最大限１年です。監査は、事業終了後速や
かに実施し、監査報告書等を在外公館（または外務省）に提出することが必要です。なお、事情
があり、監査の実施が遅れる場合等には、必ず在外公館（または外務省）に報告してください。

Ｑ２０日本ＮＧＯ連携無償資金協力では、対象経費として事前調査費は認められますか？

事前調査費は供与対象経費として認められません。

Ｑ２１現地スタッフ雇用費はどのように計上したらよいですか？

日本ＮＧＯ連携無償資金協力で計上できる現地スタッフ雇用費は、申請する事業の担当として
雇用するスタッフの人件費のみです（従来より雇用されている現地スタッフ、並びに役務関係者
の人件費は計上できませんのでご注意ください）。必要に応じ、この雇用費は雇用契約に基づ
いて計上していただくこともあります。

Ｑ２２
事業実施にかかわる本部スタッフ人件費はどのように計上したらよいですか？
この人件費に含めることができる経費内訳および対象者の範囲はどこまで認められますか？

本部スタッフ人件費は、本部職員で申請事業を担当する職員の基本月給を基に同事業に従事
する時間を案配して計上してください。原則として団体代表者や役員は担当職員として認めら
れません。

Ｑ２３見積書が入手できない場合はどのようにしたらよいですか？

見積書が入手できない場合、または三者見積書が取れない理由を明記してください。

Ｑ２４法人格を有しないＮＧＯが日本ＮＧＯ連携無償資金協力に参画することはできますか？

ＮＧＯパートナーシップ事業で主契約ＮＧＯが申請する事業の一部を担当することで参画できま
す。

Ｑ２５監査法人がない地域での監査はどのようにしたらよいですか？

同地域で活動する他のＮＧＯや政府関係者等当該事業と利害関係にない第三者で協力いただ
ける方に監査を依頼してください。あるいは、日本において公認会計士に監査を依頼してくださ
い。

Ｑ２６日本ＮＧＯ連携無償資金協力の申請書のフォーマットはどこで入手できますか？

外務省ホームページで入手できます。
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法人の種類と会計基準の適用状況

法人の種類 会計に関する条文 会計基準名 会計基準の適用
1 一般社団・財団法人第１１９条 公益目的支出計画中は公益法人会計基準

一般社団法人の会計は、その行う事業に
応じて、一般に公正妥当と認められる会
計の慣行に従うものとする。

2 公益社団・財団法人同上 公益法人会計基準

3 医療法人 第５０条の２ なし
医療法人の会計は、一般に公正と認めら
れる会計の慣行に従うものとする。

4 社会福祉法人 条文での規定なし 社会福祉法人会計基準

5 株式会社 第４３１条 株式会社会計基準といったものはない
株式会社の会計は、一般に公正妥当と認
められる企業会計の慣行に従うものとす

6 独立行政法人 第３７条 独立行政法人会計基準
独立行政法人の会計は、主務省令で
定めるところにより、原則として企
業会計原則によるものとする。
　

独立行政法人会計基準は制定されて
いるが、原則通則法で企業会計によ
ると規定していたため、企業会計の
改正があれば自動的に同時適用とな

公益目的支出計画終了後の一般社
団・財団法人が適用する会計基準の
明確な定めはない

公益法人については、内閣府認定委
員会が２０年度基準の適用を規定し
ている。
基準がないため規程もなし。決算届
出様式のみ

社援（第３１０号）通知で「社会福
祉法人会計基準の制定について」指
定
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